
２０１９年１１月２６日 

 

（公社）日本トライアスロン連合（ＪＴＵ）公認審判員 

認定講習会のお知らせ 

一般社団法人 愛知県トライアスロン協会 

 

 日本トライアスロン連合公認審判員（第１種更新／第２種・第３種新規・更新）の認定講習会を下記の

要領にて開催いたします。会員各位、そして現在審判活動に従事している方、あるいは審判員資格期限切

れの方、または興味のある方の積極的な受講をお待ちしております。 

なお第３種公認審判員講習会には、新規取得／更新対象者以外の一般会員の方（トライアスロン競技規

則を詳しく知りたい方）のオブザーバー参加も可能です。また、２月８日（土）の講習終了後、懇親会を

実施します。併せて多くのご参加をお待ちしております。 

 

[既に審判員資格をお持ちの方、審判員資格期限切れの方へ] 

審判員資格の有効期限は４年間です。資格更新に際しては、有効期限が切れる４年以内に資格更新のた

めに講習会を受講いただく必要があります。しかしながら都合により更新できなかった方も以前お持ちの

資格に更新できますので、是非資格更新のための講習会を受講いただくようお願いいたします。 

※ 日本トライアスロン連合競技規則、第11章/第134条/第3項 

  審判長及び審判は、JTU公認審判の認定を受けており、かつ、その認定が有効な者以外がその職務

に従事することが出来ない。 

 

記 

 

１ 主催：（一社）愛知県トライアスロン協会 

２ 後援：（公社）日本トライアスロン連合（ＪＴＵ） 

３ 主管：（一社）愛知県トライアスロン協会技術審判委員会 

４ 開催場所／スケジュール： 

 

開催日 2020/1/25(土) 2020/2/8(土) 2020/2/15（土）、16（日） 

開催場所 愛知県スポーツ会館 刈谷市産業振興センター 

第1種公認審判員資格 無し 更新のみ（※） 無し 

第2種公認審判員資格 無し 更新 新規・更新 

第3種公認審判員資格 新規・更新 無し 新規・更新 

各会場の定員 ２０名 ３０名 各日３０名 

 

※ ２月８日は、東海ブロック第１種公認審判員更新講習を兼ねています。 

 

 (1) 開催場所詳細 

愛知県スポーツ会館 第２会議室（地下鉄名城線下車１番出口徒歩１０分） 

刈谷市産業振興センター ３０１号室（名鉄刈谷駅下車徒歩５分） 

 

 



 (2) スケジュール：４日間とも共通 

・受付   ９：０５～ ９：２０ 

・講習会   ９：２０～１２：００（第３種の講習会参加者はここまでで解散） 

・昼食        １２：００～１３：００ 

・講習会  １３：００～１４：３０ 

・討論会又は講義 １４：３０～１６：３０（２月８日は終日講習） 

５ 受講者の目標 

 (1) トライアスロンと関連競技の普及と発展のために、ＪＴＵルールそして社会一般常識にもとづき、

安全で公正な大会開催を促進する。 

 (2) スポーツマンシップとフェアプレイ精神を培い、審判員自身そして競技者のマナーの促進を図る。 

 

６ 受講資格 

１８歳以上（２０１９年４月１日時点）で、ＪＴＵ登録者（２０１９年度もしくは２０２０年度） 

 (1) 第３種は、ＪＴＵ競技・運営規則、一般常識を理解し、大会あるいは関連行事において審判関連業

務を行う意志のある者。または、トライアスロンの知識向上のために受講を希望する者 

 (2) 第２種は、「第３種」での審判業務を３年（３シーズン）以上継続的（合計１０大会が目安）に行

い、所属加盟団体の推薦をうけた者。もしくはこれと同等の経験と実績を有することが認められた者 

 (3) 第1種更新者は、各大会開催地や東海ブロックでの評価を考慮し、所属加盟団体の推薦をうけた者 

 

７ 受講の流れ 

 (1) 新規に審判員資格の取得を希望される方は、まず第３種公認審判員資格の取得を目指して下さい。

開催日各日（8日を除く）の午前中に開催される第３種講習を受けて下さい。 

 (2) 第２種公認審判員資格新規受講される方は、第２種講習開催日各日に行われる認定講習を受講して

下さい。 

 (3) 第２種／第３種ともに、更新希望者はそれぞれの講習会を受講することにより更新が可能です。 

 (4) 第1種については別示 

 

８ 講習内容と実施方法 

 (1) 第３種：ＪＴＵ競技・運営規則の基本を中心とした約３時間の講習会 

 (2) 第２種：ＪＴＵ競技・運営規則の基本復習、審判実務に関するグループ討議および講義の予定 

 (3) 第１種：別示 

 

９ 受講料 

第１種・２種・３種共通 

新規・更新とも１０００円（受講料、認定料、通信費を含む） 

＊受講料は、当日受付にて徴収いたします。 

＊有効期限は、４年間（２０２０年４月１日～２０２４年３月３１日）となります。 

＊認定見送りの場合、認定料はご返却いたします。 

＊オブザーバー参加者は無料 

 

 

 

 

 

 



申込方法 

下記参加申込フォーマットにより技術審判委員会メール shinpan@tri-aichi.com まで返信ください。 

【ＪＴＵ公認審判員講習会参加申込フォーマット】 

１）お名前（フリガナ）： 

２）性別： 

３）住所：〒 

４）ＪＴＵ登録番号： 

５）参加希望日、種別 ※該当の□を■に変更 

  □１月２５日（土）□３種新規 □３種更新 

  □２月 ８日（土）□１種更新 □２種更新 

  □２月１５日（土）□２種新規 □２種更新 □３種新規 □３種更新 

  □２月１６日（日）□２種新規 □２種更新 □３種新規 □３種更新 

６）メールアドレス： 

７）携帯電話番号： 

８）懇親会参加（２月８日（土）のみ） ※懇親会のみの参加可能 

  □参加します □参加しません 

９）備考 

  連絡事項等： 

 

 

申込期限 

【１】第１種公認審判員更新講習会 

・別示 

【２】第２・３種公認審判員新規及び更新講習会 

・１月２５日（土）開催：１月１５日（水）必着 

・２月８日（土）開催：１月３１日（金）必着 

・２月１５日（土）１６日（日）開催：２月 ７日（金）必着 

ただし、先着順です。定員になった場合はその時点で締め切りとさせていただきます。 

 

当日の持参物 

・ＪＴＵ会員カード（２０１９年度もしくは２０２０年度） 

・写真付き身分証明書（ＪＴＵ審判員証、免許証、パスポートなど） 

・ＪＴＵ審判員証（更新の場合） 

・受講料／認定料／通信費として１０００円 

・筆記用具 

・ＪＴＵルールブック（開催当日、販売いたします。） 

 

申込／問合せ先 

（一社）愛知県トライアスロン協会技術審判委員会 

Email：shinpan@tri-aichi.com 

 

  

mailto:shinpan@tri-aichi.com
mailto:shinpan@tri-aichi.com


愛知県スポーツ会館 

〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城 1-3-35 

http://www.spokan.sakura.ne.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刈谷市産業振興センター 

〒448-0027 愛知県刈谷市相生町 1丁目 1番地６ 

https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/sangyokeizai/sangyokoshinsenta/ 
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